
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

特
定
事
業
者
の
追
加

顧
客
に
対
し
、
自
己
の
電
話
番
号
を
当
該
顧
客
が
連
絡
先
の
電
話
番
号
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
許
諾
し
、
当
該
顧
客
宛

て
の
又
は
当
該
顧
客
か
ら
の
当
該
電
話
番
号
に
係
る
電
話
を
当
該
顧
客
が
指
定
す
る
電
話
番
号
に
自
動
的
に
転
送
す
る
役

務
を
提
供
す
る
業
務
を
行
う
者
を
規
制
対
象
の
事
業
者
（
以
下
「
特
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
第
二
条
関
係
）

第
二

取
引
時
の
確
認
事
項
の
追
加
等

一

特
定
事
業
者
（
司
法
書
士
等
を
除
く
。
）
は
、
顧
客
等
と
の
間
で
、
一
定
の
取
引
（
二
の
取
引
を
除
く
。
）
を
行
う
に

際
し
て
は
、
当
該
顧
客
等
に
つ
い
て
、
本
人
特
定
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
。

（
一
）
取
引
を
行
う
目
的

（
二
）
当
該
顧
客
等
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
職
業
、
当
該
顧
客
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
事
業
の
内

容



（
三
）
法
人
の
事
業
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者

の
本
人
特
定
事
項

（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

二

特
定
事
業
者
は
、
顧
客
等
と
の
間
で
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
に
際
し
て
は
、
当
該
顧
客
等
に
つ
い
て
、
本
人
特
定

事
項
及
び
一
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
取
引
が
一
定
額
を
超
え
る
財
産
の
移
転
を
伴
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
資
産
及
び
収
入
の
状
況
（
司
法
書
士
等
に
あ
っ
て
は
、
本
人
特
定
事
項
）
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
一
）
又
は
（
二
）
に
掲
げ
る
取
引
に
際
し
て
行
う
本
人
特
定
事
項
の
確
認

は
、
（
一
）
に
規
定
す
る
関
連
取
引
時
確
認
を
行
っ
た
際
に
採
っ
た
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
資

産
及
び
収
入
の
状
況
の
確
認
は
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
を
行
う
べ
き
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
限

度
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
）
そ
の
相
手
方
が
、
関
連
す
る
他
の
取
引
の
際
に
行
わ
れ
た
一
又
は
二
の
確
認
（
以
下
「
関
連
取
引
時
確
認
」
と
い
う

。
）
に
係
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
取
引

（
二
）
関
連
取
引
時
確
認
が
行
わ
れ
た
際
に
、
当
該
関
連
取
引
時
確
認
に
係
る
事
項
を
偽
っ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
顧
客
等
と



の
取
引

（
三
）
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
制
度
の
整
備
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
国
又
は
地
域
に

居
住
し
又
は
所
在
す
る
顧
客
等
と
の
取
引
等

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

三

特
定
事
業
者
は
、
確
認
し
た
本
人
特
定
事
項
等
に
係
る
情
報
を
最
新
の
内
容
に
保
つ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
ほ
か
、
使
用
人
に
対
す
る
教
育
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
第
十
条
関
係
）

第
三

罰
則
の
強
化

本
人
特
定
事
項
の
虚
偽
申
告
、
預
貯
金
通
帳
の
不
正
譲
渡
等
に
係
る
罰
則
を
強
化
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
関
係
）

第
四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
五

施
行
期
日
等



一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

第
二
に
係
る
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）


